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○
内
閣
府
令
第

号

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
表
示
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る

内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

食
品
表
示
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

食
品
表
示
基
準
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定

と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下

「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改

め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改

正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
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掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
表
示
禁
止
事
項
）

（
表
示
禁
止
事
項
）

第
二
十
三
条

［
略
］

第
二
十
三
条

［
同
上
］

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
玄
米
及
び
精
米
に
あ
っ
て
は
、
次
に

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
玄
米
及
び
精
米
に
あ
っ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
は
、
容
器
包
装
に
表
示
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二

掲
げ
る
事
項
は
、
容
器
包
装
に
表
示
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三

号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
に
規
定
す
る
と

号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
に
規
定
す
る
と

こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
場
合
を
除
く
。

こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
場
合
を
除
く
。

［
号
を
削
る
。
］

一

未
検
査
米
の
原
料
玄
米
に
あ
っ
て
は
、
品
種
又
は
産
年
を
表
す
用
語

一
～
三

［
略
］

二
～
四

［
同
上
］

別
表
第
二
十
四
（
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
関

別
表
第
二
十
四
（
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
関

係
）

係
）

食
品

表
示
事
項

表
示
の
方
法

食
品

表
示
事
項

表
示
の
方
法

玄

米

及

び

［
略
］

玄

米

及

び

［
同
上
］

精
米

精
米

原
料
玄
米

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
。

原
料
玄
米

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
。

一

産
地
、
品
種
及
び
産
年
（
生
産
年

一

産
地
、
品
種
及
び
産
年
（
生
産
年

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
同
一
で

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
同
一
で

あ
る
原
料
玄
米
を
用
い
、
か
つ
、
当

あ
る
原
料
玄
米
を
用
い
、
か
つ
、
当

該
原
料
玄
米
の
産
地
、
品
種
及
び
産

該
原
料
玄
米
の
産
地
、
品
種
及
び
産

年
に
つ
い
て
根
拠
を
示
す
資
料
を
保

年
に
つ
い
て
証
明
（
国
産
品
に
あ
っ

管
し
て
い
る
原
料
玄
米
に
あ
っ
て
は

て
は
、
農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十

、
「
単
一
原
料
米
」
と
表
示
し
、
そ

六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る

の
産
地
、
品
種
及
び
産
年
を
併
記
す

証
明
を
い
い
、
輸
入
品
に
あ
っ
て
は

る
こ
と
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る

、
輸
出
国
の
公
的
機
関
等
に
よ
る
証

産
地
は
、
国
産
品
に
あ
っ
て
は
都
道

明
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け

府
県
名
、
市
町
村
名
そ
の
他
一
般
に

た
原
料
玄
米
に
あ
っ
て
は
、
「
単
一
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知
ら
れ
て
い
る
地
名
を
、
輸
入
品
に

原
料
米
」
と
表
示
し
、
そ
の
産
地
、

あ
っ
て
は
原
産
国
名
又
は
一
般
に
知

品
種
及
び
産
年
を
併
記
す
る
こ
と
と

ら
れ
て
い
る
地
名
を
表
示
す
る
。

し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
産
地
は
、

国
産
品
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
名
、

市
町
村
名
そ
の
他
一
般
に
知
ら
れ
て

い
る
地
名
を
、
輸
入
品
に
あ
っ
て
は

原
産
国
名
又
は
一
般
に
知
ら
れ
て
い

る
地
名
を
表
示
す
る
。

二

一
に
規
定
す
る
原
料
玄
米
以
外
の

二

一
に
規
定
す
る
原
料
玄
米
以
外
の

原
料
玄
米
を
用
い
る
場
合
に
は
、
「

原
料
玄
米
を
用
い
る
場
合
に
は
、
「

複
数
原
料
米
」
等
原
料
玄
米
の
産
地

複
数
原
料
米
」
等
原
料
玄
米
の
産
地

、
品
種
又
は
産
年
が
同
一
で
な
い
旨

、
品
種
若
し
く
は
産
年
が
同
一
で
な

を
表
示
し
、
そ
の
産
地
及
び
使
用
割

い
か
、
又
は
産
地
、
品
種
若
し
く
は

合
（
原
料
玄
米
の
製
品
に
占
め
る
重

産
年
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
証
明

量
の
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
受
け
て
い
な
い
旨
を
表
示
し
、
そ

を
併
記
す
る
。
こ
の
場
合
、
国
産
品

の
産
地
及
び
使
用
割
合
（
原
料
玄
米

に
あ
っ
て
は
「
国
内
産

△
割
」
と

の
製
品
に
占
め
る
重
量
の
割
合
を
い

、
輸
入
品
に
あ
っ
て
は
原
産
国
ご
と

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
併
記
す
る
。

に
「
○
○
産

△
割
」
と
、
国
産
品

こ
の
場
合
、
国
産
品
に
あ
っ
て
は
「

及
び
原
産
国
ご
と
の
使
用
割
合
の
高

国
内
産

△
割
」
と
、
輸
入
品
に
あ

い
順
に
表
示
し
、
「
○
○
」
に
は
国

っ
て
は
原
産
国
ご
と
に
「
○
○
産

名
、
「
△
」
に
は
使
用
割
合
を
表
す

△
割
」
と
、
国
産
品
及
び
原
産
国
ご

数
字
を
表
示
す
る
（
三
に
お
い
て
同

と
の
使
用
割
合
の
高
い
順
に
表
示
し

じ
。
）
。

、
「
○
○
」
に
は
国
名
、
「
△
」
に

は
使
用
割
合
を
表
す
数
字
を
表
示
す

る
（
三
及
び
四
に
お
い
て
同
じ
。
）

。

三

二
の
場
合
に
お
い
て
は
、
二
の
規

三

二
の
場
合
に
お
い
て
は
、
二
の
規

定
に
よ
る
「
国
内
産

△
割
」
又
は

定
に
よ
る
「
国
内
産

△
割
」
又
は

「
○
○
産

△
割
」
の
表
示
の
次
に

「
○
○
産

△
割
」
の
表
示
の
次
に

括
弧
を
付
し
て
産
地
、
品
種
及
び
産

括
弧
を
付
し
て
産
地
、
品
種
及
び
産
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年
の
三
つ
の
表
示
項
目
の
全
部
又
は

年
の
三
つ
の
表
示
項
目
に
つ
い
て
、

一
部
に
つ
い
て
、
当
該
産
地
、
品
種

証
明
の
内
容
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は
産
年
の
根
拠
を
示
す
資
料
を
保

に
対
応
す
る
原
料
玄
米
の
使
用
割
合

管
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
そ
れ
ぞ

と
併
せ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る

れ
に
対
応
す
る
原
料
玄
米
の
使
用
割

。
た
だ
し
、
産
地
に
つ
い
て
証
明
を

合
と
併
せ
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

受
け
て
い
な
い
原
料
玄
米
の
産
地
に

に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
い
て
は
、
米
穀
等
の
取
引
等
に
係

る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝

達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年

法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
の
規
定

に
基
づ
き
伝
達
さ
れ
る
産
地
を
表
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
に

掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す

る
。

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

産
地
の
表
示
を
す
る
場
合
に
あ

ニ

産
地
の
表
示
を
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
一
に
規
定
す
る
と
こ
ろ

っ
て
は
、
一
に
規
定
す
る
と
こ
ろ

に
よ
り
表
示
す
る
。

に
よ
り
表
示
し
、
産
地
に
つ
い
て

証
明
を
受
け
て
い
な
い
原
料
玄
米

に
つ
い
て
産
地
の
表
示
を
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
産
地
の
次

に
括
弧
を
付
し
て
「
産
地
未
検
査

」
と
表
示
す
る
。

四

一
又
は
三
の
場
合
に
お
い
て
は
、

四

二
の
場
合
に
お
い
て
原
料
玄
米
に

産
地
、
品
種
、
産
年
そ
の
他
の
原
料

産
地
、
品
種
及
び
産
年
の
全
部
に
つ

玄
米
の
表
示
事
項
の
根
拠
を
確
認
し

い
て
証
明
を
受
け
て
い
な
い
原
料
玄

た
方
法
（
以
下
「
表
示
確
認
方
法
」

米
（
以
下
「
未
検
査
米
」
と
い
う
。

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
定
め

）
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が

は
、
当
該
未
検
査
米
に
つ
い
て
二
の
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で
き
る
。

規
定
に
よ
る
「
国
内
産

△
割
」
又

イ

当
該
産
地
、
品
種
及
び
産
年
の

は
「
○
○
産

△
割
」
の
表
示
の
次

三
つ
の
表
示
項
目
の
全
部
又
は
一

に
括
弧
を
付
し
て
「
未
検
査
米

△

部
に
つ
い
て
証
明
（
国
産
品
に
あ

割
」
と
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

っ
て
は
、
農
産
物
検
査
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

に
よ
る
証
明
を
い
い
、
輸
入
品
に

あ
っ
て
は
、
輸
出
国
の
公
的
機
関

等
に
よ
る
証
明
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
産
地
、
品
種
及
び
産
年

の
三
つ
の
表
示
項
目
の
全
部
又
は

一
部
に
つ
い
て
、
当
該
証
明
を
受

け
た
旨
を
表
示
す
る
。

ロ

イ
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
表
示
確
認
方
法

（
産
地
、
品
種
及
び
産
年
の
三
つ

の
表
示
項
目
に
つ
い
て
は
証
明
以

外
の
方
法
に
限
る
。
）
を
表
示
す

る
。

［
略
］

［
同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

別
記
様
式
四

（第
二
十
二
条
関
係

）

別
記
様
式
四

（第
二
十
二
条
関
係

）

名
称

名
称

原
料
玄
米

産
地

品
種

産
年

使
用
割
合

原
料
玄
米

産
地

品
種

産
年

使
用
割
合
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内
容
量

内
容
量

精
米
時
期

精
米
時
期

販
売
者

販
売
者

備
考

備
考

［１

～９
略

］

［１

～９
同
左

］

1
0
消
費
者
の
選
択
に
資
す
る
適
切
な
表
示
事
項
は
、
枠
内
に
表
示
す
る

［加
え
る

。

］

こ
と
が
で
き
る

。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
府
令
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




